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【令和４年度一般会計】

により猊坐に上られ、本年１月22日には任期満了により
曹洞宗管長職にご就任されました。ここに江川禅師の品
位の増崇を祈念申し上げますとともに、石附禅師のご法
体堅固を冀うものであります。
　上記のことにより、大本山總持寺副貫首選挙を執行し
候補者推薦届出1名にて無投票となり、岩手県正法寺住職
盛田正孝老師が２月15日ご当選されました。盛田新副貫
首老師には深甚なる祝意を申し上げますとともに、總和
会最高顧問としてご指導賜りますようお願い申し上げます。
　今議会は招集初日に宗議会成立に関する集会、開会式、
常任委員選挙、宗務総長演説の後、提出議案17本が上程
され、所管部長より議案説明、宗務監査報告の後、会派に
よる議案研究。翌日よりすべての議案が審議に入りました。
　２日目からは有道会・總和会を代表しての「総括質
問」に続き「通告による一般質問」４本、「文書質問」
９本が行われました。その間、各委員会に付託された議
案の審議が行われ、最終日に付託議案は、各委員長より
審議報告を受けて、令和４年度曹洞宗一般会計歳入歳出
予算案を含めた、上程議案が本会議場にて全員一致で可
決決定いたしました。尚、第３特別委員会に付託された

　新型コロナウィルス感染症まん延
防止等重点措置の適用期間ではあり
ましたが、万全の感染対策を講じ、
２月21日から25日までの５日間の会
期で今宗議会が招集されました。
　大本山總持寺貫首石附周行猊下に
は昨年９月に江川辰三猊下のご遷化

予算歳入・歳出　48億2,743万2,000円／経常部　46億7,245万2,000円／
臨時部　１億5,498万円／級階賦課金１点あたり147円（昨年度同額）
●議決された議案
・令和４年度曹洞宗一般会計歳入歳出予算案・令和４年度曹洞宗
僧侶共済、寺院建物共済、育英資金、社会事業振興資金貸付等、
護持会、不動産（建物）償却引当積立金及び不動産取得運用基金、
修証義公布百周年記念育英基金、災害対策、図書印刷物等刊行、
檀信徒会館、各々特別会計歳入歳出予算案
・令和３年度曹洞宗一般会計歳出補正予算案（第２回）
・令和３年度曹洞宗災害対策特別会計歳出補正予算案（第１回）
●曹洞宗規程中一部変更案
・教育規程中一部・僧侶教師分限規程中一部・財務規程中一部
●令和３年度宗務監査報告（第２回）
※継続審議
・曹洞宗宗憲中一部変更案・宗教法人「曹洞宗」規則中一部変更案
・曹洞宗規程制定案・曹洞宗各種審議会規程制定案
・曹洞宗規程中一部変更案・懲戒規程中一部 変更案
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議案については、宗憲・規則・宗制にわたる審議内容が
膨大なため、議会休会中も継続審議することになりまし
たが議会運営はスムーズに進み、今議会は会期を１日残
しての閉会となりました。
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第138回通常宗議会 令和４年度予算可決決定
歳入歳出ともに48億2,743万2,000円で前年度より８億5,240万8,000円の減額予算

級階賦課金１点147円（前年と同額）

題字　佐々木孝一 總和会会長
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４月８・９日に予定されておりました、大本山總持寺慶弔会は新型コロナウィルス感染症の現
状を鑑み延期となりました

盛田正孝老師 副貫首にご就任
　本山副貫首に岩手県正法寺住職、正法寺専
門僧堂堂長、盛田正孝老師が就任。３月９日
に就任式が執り行われ、２年後の大遠忌円成
に向けて、青山西堂老師とともに石附禅師猊
下をお支えしていく覚悟を示されました。老
師には欣求菩提、教化衆生の根本道場として
本山の更なる発展のためにご尽力、ご教導を
賜りますようお願い申し上げます。

青山俊董老師 西堂にご就任
　本山西堂に愛知県正法寺住職、愛知専門尼

僧堂堂長、青山俊董老師が１月10日に掛搭式

が挙行され、本山西堂にご就任されました。

老師には雲衲並びに私どもに対して親しくご

接化頂きますようお願い申し上げます。

渡辺啓司老師 監院にご就任
　群馬県仁叟寺住職、渡辺啓司老師が昨年

の10月28日上山、監院にご就任されました。

監院老師には大遠忌円成に向けてご尽力頂

くとともに、曹洞宗の根本道場として安居

僧の育成と本山の護持運営に邁進されます

ようお願い申し上げます。
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ております。なお、式典中の清興では、梅花流の二部合
唱を企画しており、来場が困難な方々にも式典の模様が
観覧できるよう、インターネット配信を予定しておりま
す。また、現代のニーズに応えた梅花流詠讃歌洋楽譜を
作製中です。
　過疎地寺院振興対策室については、今後も積極的に文
化庁や他宗派と情報共有し、不活動法人や無住職寺院に
対する課題に取り組むと共に、少子高齢化、宗教離れな
ど、宗門寺院全体が抱えている諸問題は決して過疎地だ
けのことではないという認識のもと、現状を分析し、有
効的な施策を検討のうえ講じてまいります。
　曹洞宗檀信徒会館については、檀信徒会館運営委員会
に設置の専門部会が、数社の専門家に委員を委嘱し発足、
今後のホテル経営やソートービルの在り方について、私
の任期中に最終報告が提出されることになっております。
　また、ホテル事業の動向については、新型コロナウィ
ルス感染症の影響が長期化し、経済活動が制限される厳
しい状況が続き、今現在も苦境に立たされておりますが、
蓄えておいた内部留保により借入金ゼロの運営が続いて
おります。さらに、「2020東京オリンピック・パラリン
ピック」期間中にあたっては、大会組織委員会や従業員
同士が密接に連携を図り、国家的行事を支える役割を無
事に果たすことが出来ましたが、無観客開催となったた
め宿泊需要はほとんどなく、令和３年度上半期（４月か
ら９月まで）の税引前当期損失は、１億4,883万7,618円
となっております。
　令和４年度予算案については、コロナ禍の状況を踏ま
え、各部署において会議及び研修会等の運営方法をはじ
め、業務及び事業の見直しを図った結果、昨年同様に支
出を抑えることができました。この点を踏まえ、令和４
年度曹洞宗一般会計歳入歳出予算案の総額は、48億2,743
万2,000円となり、前年度当初予算と比較し、８億5,240万
8,000円の減額予算となりました。歳出内訳は、経常部の
合計が46億7,245万2,000円で、前年度当初予算と比較し、
２億5,528万8,000円の減額、臨時部の合計は、１億5,498
万円で、前年度当初予算と比較し、５億9,712万円の減額
となりました。また、歳入の級階による賦課金は、１点
あたり、前年度と同額の147円とさせていただきました。

第138回通常宗議会 総 長 演 説（要旨）
宗務総長　鬼生田 俊英

　第138回通常宗議会が招集され、ここに宗務当局を代
表して、宗務運営の大網を申し述べる機会をいただき、
誠に光栄に存じます。
　本年１月21日、大本山永平寺貫首・南澤道人猊下にお
かれましては、宗制の定めるところにより任期満了を迎
え管長職をご退任され、翌22日には、大本山總持寺貫
首・石附周行猊下が管長職にご就任されました。
　そして、この度の大本山總持寺副貫首選挙は、２月15
日に岩手県奥州市正法寺住職、盛田正孝老師がご当選と
なり、当選証書を交付させていただきました。また、本
年１月10日付けで、大本山總持寺西堂位に、愛知県名古
屋市正法寺住職、青山俊董老師がご就任されております。
　ここに、宗門の信仰帰趨の道場として両大本山の益々
の隆昌を切に祈念申し上げると共に、全宗門人が一体と
なって、両大本山護持の念を更に確固たるものにすべき
と考えます。
　ところで、現在のコロナ禍の状況下、ワクチン接種も
然ることながら、我々国民一人一人が感染しない、そし
て感染させないように行動することが、以前にも増して
重要になっていることと存じます。引き続き個人での対
策を促しつつも、宗務庁の勤務態勢も国や自治体の方針
に沿うよう、状況に応じて柔軟に対応しております。
　さて、鬼生田内局はその発足以来、「竿頭の先に未来
をひらく」をスローガンに掲げ、宗務行政の執行に邁進
しております。宗門の未来を見据えた時、取り組むべき
課題は多岐にわたり、無策で抑えることは困難であり、
これらは個別の問題として対処療法的に対応できるもの
ではなく、諸施策の歯車をしっかりと連動させ、次期以
降の内局においても、その大網が引き継がれていくべき
ものと考えます。この点を踏まえ、先日開催した企画委
員会にて中長期計画の策定、行財政や組織機構の改革を
検討し推進するために、新たに組織横断的な部署を設け
るため、同委員会に専門部会を設ける必要がある、との
結論に至りました。
　次に、曹洞宗宗制調査室については、その設置期間は、
平成31年４月１日より令和５年３月31日までとしており、
現在まで、現行の宗制中、曹洞宗宗憲と宗教法人「曹洞
宗」規則を中心に各規程細則について調査を行ってまい
りました。曹洞宗宗憲、宗教法人「曹洞宗」規則、曹洞
宗懲戒規程の各変更案に関しては、さらに慎重な審議を
行う必要があるものとして、曹洞宗総合特別審議会に専
門部会を設け、それらの審査を行い、本年２月３日に開
催された同審議会において、その答申書が提出されまし
た。なお、各規程の変更の施行は、一部の規程を除き、
その施行日を令和５年４月１日と統一しております。
　伝道部詠道課については、本年５月17日に「梅花流創
立七十周年記念表彰」を、曹洞宗檀信徒会館「桜の間」
で開催予定であり、既に8,000件を超える賛助をいただい
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国際布教分野における展開と拡充について
　大遠忌に際しお徳を偲ぶ動画を作成し、特派布教師を
派遣する際にも動画に現地語の表記と共に、布教するの
も方法かと提案いたします。また、海外への教化・国内
において国際布教を志す宗侶育成を望み、この点に関す
る将来ビジョンをお聞かせ下さい。
　�答弁　教化部国際課で映像型教化資料として、九カ国
語による教化展開をウェブサイト上で行い、英語翻訳
版を国外の寺院、禅センター、大学・研究機関へ配布
しています。各国際布教総監部、国際センターと共に、
最善の教化施策を進めてまいります。また、国際布教
宗侶育成について、現在、総合研究センター教化研修
部門におき国際布教課程を開設し、更には、僧堂掛搭
僧海外研鑽の制度では、渡航・研鑽費用一部を補助し
てまいります。
特派布教のありかたについて
　現在の特派布教会場には、限られた世代・立場の方々
が対象になっているが、これを、不特定多数の人々が参
加できる場を設ける形を考えてみてはいかがでしょうか。
また、布教・イベントの開催において、講師として特派
布教師を派遣し補助金等を支給することにより、双方が
有益になると推測します。このようなモデル事業を行う

ことについて、どうお考えでしょうか。
　�答弁　特派布教師の活動の場としての効果・課題の分
析には時間を要するものと思います。新たな事業展開
をするには、事前に検証すべき点が多くありますが、
特派布教師の在り方は時代の変容に伴うべきだと思慮
し、新しい本部布教の形と承り検討してまいります。
教化関係部署の連携による横断的な「禅」の布教展開について
　宗務庁の教化部・伝道部・出版部・総合研究センター、
そして、宗務所・教区・各寺院の関係機関及び組織、教
化指導員の人材が相互に連携し、「禅」の展開を柔軟に
すすめることにより、立体的な坐禅教化が可能になるの
ではないでしょうか。新しい「禅」の展開、将来を見据
えた「禅」のブランディングについての考えをお聞かせ
下さい。
　�答弁　檀信徒会館において開催している「朝活禅」で
の経験で得られた知見の蓄積により、坐禅会開催のノ
ウハウや指導方法が有効であり、管区においての「教
化指導員研修会」に総合研究センターの研究員を講師
として派遣しており、坐禅指導者としての養育をし各
地で体制を整えることが、布教基盤の構築と言えます。
また、コロナ禍において「オンライン坐禅会」は参禅
者と指導者と共に、会場・地域の垣根を越えて参禅で
きる機会として認識しております。
曹洞宗の広報戦略について
　若い世代に対して、情操教育・曹洞宗の教えを敷衍す
ることが肝要ですが、年齢に即した布教コンテンツを用
意することが必要と思いますが、いかがでしょうか
　�答弁　将来の日本を背負って立つ若い世代に知ってほ
しい、食のありがたさ・向き合い方が重要視されてい

総括質問（要旨）
� 總和会代表　田 中 清 元

歳　入 4,827,432,000 円 歳　　　入 歳 入 額

賦課金 4,221,986,000
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く現在で、「禅における食への向き合い方」の作成を予
定し、若い世代への布教のきっかけとして、「食」を
キーワードに広報戦略を立て検討してまいります。
宗制調査室について
①宗制調査の進行状況と具体的内容は今後どのような方
向性になるのかお尋ねします。
　�答弁①　宗制の変更には、実務の整合を図る場合・か
い離している場合・施策として整える場合の三点があ
り、宗議会議員・関係各位からの意見を内局が変更等
を整え議会に提案いたします。これからの審議の経過
により次回の議会に各規定・細則の整理を進め、ご提
案させていただきます。
②今回、上程された懲戒規程中一部変更案において、寺
族の地位にある者に懲罰を与えるとの案ですが、その法
人寺院の代表役員住職が監督義務責任を負うべきではな
いでしょうか。また、宗制審議会においての専門部会の
設置ではなく、なぜ総合特別審議会に専門部会が設置さ
れたのかお聞きいたします。
　�答弁②　宗制上、住職は、寺族の上位者としてではな
く、寺門興隆のため、よき協力者としてさだめており、
監督義務責任を負う性質としては、定められておりま
せん。今次上程する一部変更案は、総合的に考慮し、
原則、僧侶の懲戒と同等とする案を作成しています。
　�　宗制審議会では、専門部会設置の意見はなく、総合
特別審議会での審議により専門部会を設け、調査研究
すべきとの提案があり、今次議会の上程は見送るとし、
専門部会の答申書は内局に委任されています。
教団の戦略的な機構改革について
　今後の教団の戦略的な機構改革、どのような形の機構
改革をめざしているのか。また、それに向かったロード
マップがあれば教えて頂ければと思います。
　�答弁　新たに組織横断的部署の設置を含め、教団のス
リム化、ロードマップ等についても曹洞宗企画委員会
の専門部会において、検討してまいります。
過疎地寺院振興対策室・総合研究センターについて
①過疎寺院のみならず、全寺院に危機意識の共有を含め、
包括寺院に対して今後の方向性・具体的施策をお尋ねし
ます。また、「過疎地寺院振興対策室」と総合研究セン
ター「未来創生部門」のそれぞれの位置づけ・役割分担
の線引きについてお聞かせください。
　�答弁①　「合併」｢解散｣ マニュアルの手続きを分かり
易くし、経済的・精神的な余力を生み出すための資料
を作成中であります。また、寺院経営策に関しては、
「曹洞宗報」「曹洞禅ネット」等を活用した危機意識の
共有を目指し、不活動法人の該当教区にはアンケー
ト・実態調査を行い、具体的な施策に反映させてまい
ります。未来創生部門は過疎対策における情報収集・
問題点把握、それに対しての研究をする役割をし、対
策室と情報を共有し今後の施策を推進してまいります。
②総合研究センターを宗務総長直轄機関として位置づけ
ることはできないでしょうか

　�答弁②　総長直轄機関として位置づけに関しては、組
織機構改革とも関連し専門部門における議論を含め必
要に応じて適宜検討していきます。
今後の僧堂振興策について
　専門僧堂二十六カ寺認可申請の可否において、継続認
可された僧堂が十七カ寺ありました。何が否になったの
か明確にすることができないのでしょうか。また、多く
の人材を多出された尽力に敬意を表することもよろしい
のではないでしょうか。前内局から引き継いだ僧堂振興
策、今後どのように展開していくべきか、具体的な方針
があるのか、展望をお聞かせください。また、社会情勢
が変化していく中で、安居の形態も変えざるをえないで
しょうか。
　�答弁　時宜に適した、認可の取り扱いを常に留意しな
ければならないと思慮いたし、再認可は、申請のあっ
た寺院に対して、新たに僧堂設置が認可された、とい
うことの認識をしていただきたい。また、再認可を認
めなかった僧堂では、配布資料・指導内容を再確認し
ていただき、改善の場所はどこなのか、足らないとこ
は何だったのか、確認されることは可能かと思います。
また、人材育成の功績・指導者の尽力については、経
歴として採用させていただきます。更には、安居の形
態は社会の在り方が変わったとしても、資格取得を緩
和するのではなく、僧堂の門を如何に叩いてもらえるか
が重要ではないでしょうか。多くの僧堂を通年開設し
ていくことが望ましく、志願条件・研鑽日数の緩和に
より、安居に対する要望も対応できるものと存じます。
今後の檀信徒会館事業本部の運営委員会について
　新型コロナウィルス感染症の影響により、経済活動が
制限され、ホテル経営は厳しい状況の中にあります。ま
た、建設後五十年が経過し運営委員会には専門部会が設
置、専門的知見の有識者を交えた協議をされるとのこと
ですが、今後のプランと議論があり得るのかお示してい
ただきたい。
　�答弁　専門部会に経営方針の専門家を招き、会計を精
査し各部門の損益を明らかにする作業を現在している
とこであります。また、今後のホテル経営・ビルの在
り方に関しても専門家の意見を参考に中長期計画を議
論中です。更には、建替えが必要になった時、宗務庁
機能の移転・議会の運営の仕方、考えられる最善の施
策についても、現在検討中であります。
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ソートービルの建替リニューアル計画の前提として、
㈱東京グランドホテル精算に関して曹洞宗門が引き受
けた負債は、①ソートービル改修工事費16億8,000万
円、②隣地土地取得費８億8,000万円を宗門の負債と
し、全株を所有する株主責任により長期借入金12億
3,363万円の引き受けを行い、累積欠損額９億5,000万円
については、資本金と４億円の借り入れによって精算を
行った。このほかに、当初の運営資金として元入金３
億円、さらに曹洞宗不動産特別会計貸付金閉鎖時の残
余金３億8,630万円・檀信徒会館特別会計貸付金9,170
万円の小計４億7,800万円が元入金に加算されている
①東京グランドホテル時代の25年間の運営で宗門として
上記の支出に対して、収入面で曹洞宗不動産貸付会計に
賃借料として約25億2,000万円・共有分使用料として約
４億5,000万円、合計29億7,000万円を受け入れているが、
精算時には概算約23億円の欠損となり、統合資金制度の
導入で金利負担を軽減したものの未だ６億円を償却でき
ずにいるとの理解で良いか
　�回答：賃借料25億1,944万764円、共有部分の使用料4
億5,280万1,532円となっている。精算は、平成14年度

龍谷　顯孝（第12区　三重県選出）

通夜を省略する一日葬への対応について
　�回答：曹洞宗出版物のブックレットの活用を。各管区教
化センターで開催される「布教講習会」・「教化指導員
研修会」・「現職研修会」などに参加され、自己研鑽を
積まれることを管内宗門僧侶に周知を願いたい。次年
度の布教講習会は法話の参考となるような講義の動画
作成を考えている。檀信徒向けの教化資料の作成につ
いて、各管区教化センターと協議をしながら検討する。
宗議会における資料のペーパーレス化について
　�回答：情報伝達のための方法、通信手段は目覚ましく
進化し多様化している現状に鑑み引き続き検討し合理
化を進めてゆく。
宗務庁の機構改革と今後の見通しについて
　�回答：「組織機能検討委員会」から曹洞宗企画委員会へ
組織再編成について考査をした調査の報告があった。
他の部署や宗務所などの組織も含め宗務全体、財政面
も踏まえた切り替えには慎重な検討が必要である。次期
以降の内局においても施策の取り組みが引き継がれてゆ
くものと考える。今後の機構改革の見通しは外部有識
者を交えた組織を横断する新たな部署の設置を含め曹
洞宗企画委員会の専門部会において調査研究がされる。

荒井　裕明（第３区　埼玉県選出）

文 書 質 問 及 び 通 告 質 問 （要 旨）

教区の分合について本庁主導の教区再編は可能であるか
　�回答：教区の単位は教区寺院が寄り合い協力し合える
組織として概ね30か寺で構成するように定められたも
のである。当該宗務所の所会において充分に検討し決
定することが肝要である。

清泉　文英（第８区　静岡県選出）

〔文書質問〕

過疎地寺院振興対策室は準備室を含め約３年が経過するが
①対策室の規程の制定がない現状で明文化された業務内
容はあるか
　�回答：曹洞宗宗務庁組織及び事務分掌規程第8条の2に
過疎地寺院振興対策室の規程がある。全国の寺院に危
機意識の共有を目的として「曹洞宗報」の連載や講演
会の開催、「合併・解散」のマニュアル作成に取り組
んでいる
②対策室の年間事業と予算計上に関しての根拠を
　�回答：曹洞宗宗務庁事務分掌規程第８条２である。現
在、研究センターと連携をして無住職寺院が確認され
る教区に対するアンケート調査を実施する予定であ
る。
③対策室の充実を図るべく規程の制定や撤廃などの見通
しは
　�回答：規程の制定化は他部署にも関わることでもあり
所管部ごとの連携が必要と思う。撤廃については、名
称の変更はあっても取り組みを撤廃することはない。
組織機構改革に併せて対応する。総合研究センター
（未来創生部門）の調査報告書をもとに対策を講じて
ゆく。

甘蔗　英司（第20区　福岡県選出）

以前から㈱東京グランドホテル精算等のため、一般会
計歳出臨時部において数件、年賦支出が計上されてい
た。また、㈱東京グランドホテル関係以外にも宗門関
係学校や僧堂への補助金の年賦支出が計上されてお
り、それを平成14年度に統合資金特別会計から一般会
計への資金の繰り入れにより一括で支払うこととなっ
た。総数では12件で合計35億2,647万2,000円、そのう
ち(株)東京グランドホテルに関するものは５件で22億
647万2,000円、年賦総額38億6,449万3,000円となり、全
体に占める割合は62.6％である。
　�　この統合資金特別会計からの繰入金の精算について
は平成18年より始めており、平成27年度をもって統合
資金特別会計が閉鎖となった以降は寺院建物共済特別
会計へ清算金を繰り入れている。
　�　精算の残金は令和３年３月31日現在６億円となって
いるが、㈱東京グランドホテルだけのものではない。
②檀信徒会館移行後20年間の宿泊部門における令和２年
度末での剰余金の総額は
　�回答：約38億円である。ホテル全体の令和２年度まで
の剰余金総額は12億2,421万5,046円である。
檀信徒会館についての要望
①専門部会等での協議内容の情報開示について
　�回答：令和３年12月２日に専門部会の委員を委嘱した
が、報告書の作成はこれからである。５月開催予定の
檀信徒会館運営委員会までに報告書をまとめ、６月の
通常宗議会に開示できるようにする。
②宗議会議員へのアンケート調査の実施を要望する
　�回答：宗議会議員へのアンケート調査の実施について
検討をする。
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災害見舞金制度について
①宗門として援護や復興への考え方は
　�回答：宗門全体で連携して被災寺院を支援する体制を
整備することが重要である。各宗務所、各管区、全国
曹洞宗青年会、曹洞宗婦人会、シャンティ国際ボラン
ティア会との協力体制をさらに強化し、宗門全体で防
災意識の向上を図るとともに初動対応や復興支援活動
が円滑に進むように各機関との連携を深めてゆく。
②各寺院負担の基本拠出金を増額し新たな基金の積み立
てを検討すべきでは
　�回答：これまでも大規模災害に対する備えとして基金
構想が検討されてきたが、制度の安定性の確保に課題
がある。最善の対応策として災害見舞金制度の充実が
図られてきたが、本年１月の寺院福祉審議会に「災害
見舞金制度に関する専門部会」が設置され検討が続け
られ答申書が提出された。答申書を基に持続可能な災
害見舞金制度の構築に向けて検討してゆく。
過疎地寺院の振興策について
　過疎地域寺院の経済的な支援策として従来と別枠の修
証義交付百周年記念育英基金より奨学金の給付ができる
ように検討できないか
　�回答：過疎地の本宗寺院の子弟、及び檀徒または信徒
の子弟に対しての奨学金の給付は有効である。過疎地
寺院振興対策室として所管部と連携して最善策を模索
してゆく。
修証義交付百周年記念育英基金の資産運用について
①年間給付対象者の見積もりについて
　�回答：給付対象者の総数はその年によって異なる。令
和４年度は応募対象者を「在学する者」と変更をして
拡充した。
②奨学金の給付及び事務諸経費にてらした資金運用の果
実の見積額について
　回答：流動的ではあるが0.47％を見込んでいる。
③令和３年12月満期償還９億円の国債に替わる新たな金
融商品の果実の目標額は
　�回答：元本に対する安全性を最大限考慮した特約付き
自由金利型定期預金へ８億円の預け入れを行った。当
該商品の利率は年間0.49％～ 0.45％であり預入期間は
13年間となる。

福田　光昭（第21区　長崎県選出）

コロナ禍における宗費の減免や貧困状態の寺院への配慮について
　�回答：令和２年度当初予算においては新型コロナウイ
ルス感染症の想定がなかったために中止となった各種
事業の未執行予算を積立金に集約することで財源を確
保した。令和３年度及び４年度予算では新型コロナウ
イルス感染症が拡大している状況を踏まえて予算編成
を行ったので財源を確保することが難しく特別支援金
を計上することはなかった。また、新型コロナウイル
ス感染症の影響による福祉資金貸付金の資金余剰分に
ついては、令和５年３月31日が期限となっており、余
剰分の資金については令和５年度以降に検討を要する。

〔通告質問〕

服部　直哉（第２区　神奈川県選出）

災害見舞金制度における各寺院負担金の見直しについて
　�回答：宗門の災害見舞金制度は被災寺院の復興支援を
目的とした非常に有効な制度である。しかしながら、
近年の自然災害の多発により災害見舞金の交付額が増
加したことに伴い保険会社へ支払う保険料が増額され
たために令和２、３年度は一時的に一般会計から繰入
金を増額して対応した。見舞金制度を維持するために
寺院福祉審議会に「災害見舞金制度に関する専門部
会」が設置され本年１月に答申書が提出され災害援護
拠金の増額の提案もあったので、持続可能な災害見舞
金制度の検討をしてゆく。
第134回通常宗議会補正予算案説明にて、一般会計歳
出経常部の設備営繕費中の未執行の工事費4,000万円
を不動産(建物)償却引当積立金及び不動産取得運用基
金特別会計に繰り入れたことについて
①この歳出の内容は
　�回答：工事の内容は、老朽化配管更新工事のうち、低
層階冷温水管その他の工事である。工事の予算は8,000
万円で、一般会計と檀信徒会館特別会計の按分となっ
ているが、檀信徒会館の財務状況の見通しが立たない
ところから現在のところ、未執行である。
②今年度の一般会計歳出の設備営繕費と不動産(建物)償
却引当積立金及び不動産取得運用基金特別会計の営繕費
の内容について
　�回答：令和４年度曹洞宗各会計歳入歳出予算案の「不
動産（建物）償却引当積立金及び不動産取得運用基金
特別会計歳出予算」の継続営繕費に引き続き費用が計
上されており一般会計歳出予算の設備営繕費とは異な
るものである。
� （詳細は後日発行される宗議会会議録をご覧ください）

　 期　 日　　　　　　　会　務　内　容
（令和３年）
　７月５日　執行部会
　８月25日　四部会（リモート開催）
　10月４日　執行部会
　11月21日　執行部会／顧問・執行部会／議員総会
　12月15日　執行部会
（令和４年）
　１月12日　執行部会
　１月13日　本山年賀拝登
　２月20日　執行部会／顧問・執行部会／議員総会／幹事会

總　和　会　会　務　報　告

※上記期間中に予定されたブロック大会、支部総会及び全国大会は、新型コロナ
ウィルス流行のため、中止または延期となっております。
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第138回通常宗議会常任・特別委員（總和会議員）

⃝運営委員会
　主　近藤　龍法　長　森　　元亨　　　嶽盛　和三
⃝決算委員会
　　　深川　典雄　主　名村　直高　主　福田　光昭
　　　佐藤　清廉　　　石附　正賢
⃝第一予算委員会
　　　須田　孝英　長　藏山　大顕　　　片山　昌佳
　主　平岩　浩文　主　荒井　裕明　　　髙橋　英悟
⃝第二予算委員会
　　　山本　健善　主　田中　清元　主　乙川　良介
　　　清泉　文英　　　岩本　一典
⃝請願委員会
　主　大坂　恵司　　　甘蔗　英司
⃝懲罰委員会
　主　伊藤　弘隆　長　服部　直哉　　　坂本　泰俊
⃝第一特別委員会
　　　深川　典雄　長　五十嵐靖雄　主　奥村　孝善
⃝第二特別委員会
　　　龒谷　顯孝　主　伊藤　弘隆
⃝第三特別委員会
　　　中村　見自　主　倉内　泰雄　長　坂本　泰俊

議長　三吉由之

長…委員長　主…主査

幹　事　会　報　告
　令和４年２月20日（日）14時30分より、檀信徒会館３階
蘭の間において、大本山總持寺石附周行紫雲臺猊下ご臨
席の下、本会最高顧問である盛田正孝副貫首老師、渡辺
啓司監院老師、石橋晋哉参議老師をはじめ、内局、議員
幹事、支部長幹事において開催された。紫雲臺猊下より、
入山以来の動静と總和会首班の鬼生田内局をはじめとした
皆様への謝意を頂く。また、江川禅師様の後を引き継ぐ瑩
山禅師700回忌に向け、皆様のご協力とお導きをお願いする
旨のお言葉を頂く。その後、監院老師よりご挨拶とともに
山務報告、参議老師よりご挨拶を頂き、議事が進められた。
議事１．令和３年度第２回通常宗議会について〈会期：
２月21―25日〉２．令和４年度總和会全国大会について

〈令和４年11月７日予定〉３．その他〈鹿児島支部の取
扱い・法定聚会議員諸事項・總持寺経営〉
報告１．令和３年度会計報告　２．令和４年度支部会費

〈徴収しない〉

編集・大坂恵司　佐藤清廉　甘蔗英司　平岩浩文　石附正賢　髙橋英悟

總和会ホームページ　http://souwakai.info

社会部会
１．宗門の過疎化対策について
　宗門の過疎化対策の方向性を確認したい。寺院の存続
を目指すのであれば、宗費の減免は当然必要である。寺
院の統廃合にも慎重な姿勢が求められる。
２．後継者の育成について
　僧堂に安居する人の年齢や置かれている状況にきめ細
かい対応が大切である。専門僧堂には柔軟な受け入れを
望む。宗門関係学校（大学）には仏教専修科が設置され
ており、それを併修して３回の特殊安居を行ずるならば、
卒業時に2等教師の資格申請ができるが、ほとんど活用
されて無いのは残念。
３．求められる僧侶像について
　制度ばかりを論ずるのではなく、宗門が養成しようと
する僧侶像を明確にすべきである。
４．級階査定について
　この度の級階査定により過疎地域の寺院の宗費が下
がった分、都市部の寺院では負担が増加した。また、都
市部として一括りにされた中でも寺院により負担額の不
公平感がある。
広報部会
１．情報収集と発信
　過疎問題に関する情報については、これを収集するだ
けでなく、寺院に向けて積極的に広く発信する必要があ
ります。情報発信によって現地における施策の実施や、
寺院の活性化活動に繋がる危機管理意識の涵養を目指す
ことが希求される。
２．SDGs の推進について
　SDGs の理念に対する修証義四大綱領との丁寧な説明
が求められる。曹洞宗独自の SDGs の意味合いの解説を
求める。
 （詳細につきましては、ホームページをご参照ください）

四　部　会　報　告
　2022年１月17日（月）ZOOM を利用したオンラインによ
り実施された。会長諮問事項である「過疎問題」について、

『過疎化に対して曹洞宗教団が取るべき政策の在り方　最
終報告書公開版』を踏まえて、各部会の研究テーマとして

「宗門のブランディング事業」「僧侶分限規程・教育規程・
寺族規程」を設定。前回実施された各部会議論の継続研
究。通常宗議会総括質問に資するべく実施された。
政調部会
　前回からの継続議題
　過疎化問題施策で特に人的課題である『寺院後継者問
題』と『僧堂問題』に関して
１．僧侶教師分限規程の見直し・教育規程の見直し
　教師補任を受けるには安居が絶対条件なのか、或いは
厳重な判定基準のもと、条件付きで試験検定のみに依る
教師補任も可能なのか、この二者について議論していて
も堂々巡りの平行線を辿るばかりである。上記の二者択一
ではなく、折衷案を落としどころとする方向の提案をする。
２．寺族規程の見直し
　時間制限により未討議であった。
組織部会
１．機構改革について
　宗務庁の組織改革を図り、その人員の削減、歳出削減
が急務であり、宗務庁事務の分担化を図り、災害時の危
機管理の観点からも一極管理しているデータの保管管理
にも留意が必要。
２．檀信徒会館の事業について
　専門部会を早期に設置し、檀信徒会館事業について（土
地の有効活用を含め）議員にアンケート調査を実行する。
３．宗費について
　困窮寺院や疲弊寺院に対する援助、負担軽減が必要で
あり、今後を見据え宗費が上がることのないような政策
を要する


